
 
平成26年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

指摘の概要 措置内容 措置状況 
 
○指 摘 事 項 

⑶ 契約に関する事務 

② 契約監理課による契約にするべきもの 

 ア 建設局各所属では，デジタル複合機を賃貸

借し設置している。その複写機の賃借料はＡ

社に契約している。同時にそのデジタル複合

機に関する消耗品供給契約をＢ社と締結し，

保守および消耗品等の供給をプリント枚数に

応じて支払うこととしている。 

Ｂ社と締結している消耗品供給契約は，平

成 26 年度の年間経費として，30 万円を超え

る金額を予定しているが，副市長以下専決規

程の，その他の契約として，局長決裁で，特

命随意契約している。 

（総務部庶務課，道路部管理課，公園砂防部管

理課，公園砂防部計画課，公園砂防部緑地

課，公園砂防部森林整備事務所） 

保守や消耗品の供給は，請負又は調達で処

理できる契約であり，この場合契約監理課に

よる契約にするべきである。なお，デジタル

複合機の契約は，賃貸借と保守及び消耗品等

の供給契約は必ずしも別契約としなければな

らないものではない。デジタル複合機の契約

について，見直しをするべきである。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 現在の契約満了に伴い，各所属

において順次，契約監理課による契

約にしている。 

道路部管理課分は，平成 27 年４

月１日より，公園部管理課，公園部

計画課，公園部緑地課においては，

平成 27 年９月１日より契約監理課

による機器の賃貸借を含む「デジタ

ル複合機プリントサービス契約」を

締結済。 

（旧総務部庶務課分）現防災部防

災課分は，平成 29 年５月末をもっ

て契約終了となり，以後契約は行わ

ない。 

森林整備事務所分については，平

成 24 年６月から 29 年５月までの

5 ヵ年の継続契約を見積り条件とし

た見積りに基づいて契約していた特

命随意契約が，本年５月をもって終

了となる。 

これに伴い，現在，29 年６月から

の新たな契約を契約監理課による契

約とすべく，準備を進めているとこ

ろである。賃貸借と保守及び消耗品

等の契約は１本にする予定である。

（契約管理課への要求手続済） 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置済 
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平成26年度 財務定期監査（監査対象：建設局） 

指摘の概要 措置内容 措置状況 
 
⑷ 財産の管理に関する事務 

④ 土地・建物の管理を適正に行うべきもの 

ア 下水処理場等の敷地に関し，一部，他部局

（みなと総局）の用地を使用しているが，その

使用根拠を書類上確認できない事例があった。 

部局の長は，公有財産を常に良好な状態で管

理しなければならず，対象物件の内容（範囲，

期間，条件等）を文書で明確にしておくことが

必要である。  （下水道河川部経営管理課） 

他部局の用地を使用する場合，相手方と土地

使用に関する根拠を文書（協定書，申出・承認

等）で明確にするべきである。 

 

 

 

 

ア 指摘を受けていたポートアイラ

ンド処理場敷地については，都市計

画決定を変更（平成 27 年 12 月 7 日

告示）して，みなと総局所管地を処

理場敷地から除外するとともに，当

該地を分筆（平成 28 年 8 月 15 日

付）してみなと総局が自由に処分で

きるようにした。水リサイクルセン

ター敷地については，平成 28 年 4

月 1 日付でみなと総局と土地の無償

使用協定を締結した。 

 

 

 

措置済 
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平成26年度 財務定期監査（監査対象：監察室） 

指摘の概要 措置内容 措置状況 
 
○ 意     見 

イ リスクの評価と対応関連 

(ｱ)   財務事務に関する規則制定について 

本市では支出負担行為のほか過誤納金の戻

出についても運用されているが，規則の定め

がない。 

予算管理や事務処理の明確化の観点から，

規則に定めて遵守することを検討されたい。 

  

 

(ｲ)  実行委員会について 

本市では，実行委員会方式で事業が実施され

ているが，実行委員会の取扱に関する基準はな

い。全市に共通して標準とする基準を策定して

運用されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討した結果，過誤納金の戻出に

ついて平成 29 年４月に会計規則を

改正し，規定を追加した。支出負担

行為の時期についても，基準の明確

化に向けて，マニュアルに掲載する

等，引き続き関係部署と協議してい

く。 

 

本市職員が実行委員会等の事務局

を担う場合は，準公金（外部団体現

金）に該当し，準公金会計処理要綱

に基づいた事務処理が必要となる点

について，新たに開始届が提出され

た際や準公金研修の場で職員に周知

している。 

あわせて，外部団体現金の定義及

び事務処理をより明確にするため，

「現金取扱事務の手引（準公金

編）」について，平成 29 年５月に一

部改定を行った。  

 

 

 

 

措置済 

 

 

 

 

 

 

 

他の方法

で対応 
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